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Ⅱ . 建築改修工事仕様

１．共通仕様

 （１）図面及び本特記仕様書に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部制定の「公共建

　     築改修工事標準仕様書（建築工事編）平成31年版［平成31年制定］」（以下、「改修標準仕様書」

 　　　という。）による。図面、本特記仕様書及び改修標準仕様書に記載されていない事項は、国土交通

 （２）電気設備工事及び機械設備工事を本工事に含む場合は、電気設備工事及び機械設備工事はそれぞれ

　　　 の工事特記仕様書を適用する。

（３）本特記仕様書の表記

情報（臨時）が気象庁から出された場合には、工事中断の措置をとるものとし、これに伴う必要な

補強・落下防止等の保全処置を講じなければならない。

　３）特記事項に記載の ( . . ) 内表示番号は、標準仕様書の当該項目、当該図又は当該表を示す。

  ４）受注者は、南海トラフ地震防災対策推進地域における工事にあっては、南海トラフ地震に関連する

　１）項目は、番号に　　印の付いたものを適用する。

　２）特記事項に記載の [ . . ] 内表示番号は、改修標準仕様書の当該項目、当該図又は当該表を示す。

　　 　（以下「標準仕様書」という。）による。

 　　　省大臣官房官庁営繕部制定の「公共建築工事標準仕様書(建築工事編）平成31年版［平成31年制定］」

上記事実が発生した場合は、契約書第26条（臨機の措置）の規定による。
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章 項　　目

1

2

適用基準

適用区分

3環境への配慮

5材料の品質等

特　　記　　事　　項

 (1.4.1) [1.4.1]

１）図面、本特記仕様書、標準仕様書及び改修標準仕様書に記載のない事項は

　　次の基準による。

　・建築物解体工事共通仕様書（平成31年版）国土交通省大臣官房官庁営繕部

　・　

２）本設計図書における「標準詳細図」とは、次の基準を指す。

　　建築工事標準詳細図（平成28年版）国土交通省大臣官房官庁営繕部整備課

　・建築基準法に基づき定まる風圧力及び積雪荷重の算定には次の条件を用いる。

　　・風圧力

　　　　風速（Vo=　　 m/s）

　　　　地表面粗度区分（　　　）

　　・積雪荷重 　　

　・　

　　　　平成12年5月31日建設省告示第1455号における区域　別表（　　）

１）建築物内部に使用する材料等は、設計図書に規定する所要の品質及び性能を

　有すると共に、次のⅰ）からⅳ）を満たすものとする。

　　ⅰ）合板、木質系フローリング、構造用パネル、集成材、単板積層材、ＭＤ

　　　Ｆ、パーティクルボード、その他の木質建材、ユリア樹脂板、壁紙、接着

　　　剤、保温材、緩衝材、断熱材、塗料、仕上塗材は、アセトアルデヒド及び

　　　スチレンを発散しない又は発散が極めて少ない材料で、設計図書に規定す

　　　る「ホルムアルデる「ホルムアルデヒドの放散量」の区分に応じた材料を

　　　使用する。

  　ⅱ）接着剤及び塗料は、トルエン、キシレン及びエチルベンゼンの含有量が

　　　少ない材料を使用する。

  　ⅲ）接着剤は、可塑性（フタル酸ジ－ｎ－ブチル及びフタル酸ジ－２－エチ

　　　ルヘキシル等を含有しない難揮発性の可塑剤を除く）が添加されていない

　　　材料を使用する。

  　ⅳ）ⅰ）の材料を使用して作られた家具、書架、実験台、その他の什器類は、

　　　ホルムアルデヒド、アセトアルデヒド及びスチレンを発散しないか、発散

　　　が極めて少ない材料を使用したものとする。

２）設計図書に規定する「ホルムアルデヒドの放散量」の区分において、「規制

  対象外」とは次のⅰ）又はⅱ）に該当する材料を指し、同区分「第三種」とは

　次のⅲ）又はⅳ）に該当する材料を指す。

  　ⅰ）建築基準法施行令第20 条の７第１項に定める第一種、第二種及び第三種

　　　ホルムアルデヒド発散建築材料以外の材料

  　ⅱ）建築基準法施行令第20 条の７第４項の規定により国土交通大臣の認定を

  　　受けた材料

  　ⅲ）建築基準法施行令第20 条の７第１項に定める第三種ホルムアルデヒド

  　　発散建築材料

  　ⅳ）建築基準法施行令第20 条の７第３項の規定により国土交通大臣の認定を

  　　受けた材料

１）本工事に使用する材料は、設計図書に定める品質及び性能の他、通常有すべ

   き品質及び性能を有するものとする。

２）備考欄に商品名が記載された材料は、当該商品又は同等品を使用するものと

　し、同等品を使用する場合は監督職員の承諾を受ける。

 (1.4.2) [1.4.2]

　指定する工法とする。

３）標準仕様書に記載されていない特別な材料の工法については、材料製造所の

４）本工事に使用する材料のうち、５）に指定する材料の製造業者等は、次のⅰ)

　からⅵ）の事項を満たすものとし、その証明となる資料（外部機関が発行する

　証明書の写し等）を監督職員に提出しての承諾を受ける。ただし、あらかじめ

　監督職員の承諾を受けた場合はこの限りではない。

　　ⅰ)品質及び性能に関する試験データを整備していること。 

　　ⅱ)生産施設及び品質の管理を適切に行っていること。 

  　ⅲ)安定的な供給が可能であること。 

  　ⅳ)法令等で定める許可、認可、認定又は免許を取得していること。 

  　ⅴ)製造又は施工の実績があり、その信頼性があること。 

  　ⅵ)販売、保守等の営業体制を整えていること。 

５）製造業者等に関する資料等の提出を求める材料

　　・　

9

7

施工調査5

6

発生材の処理等8

処理

特定建設資材の

※施工計画調査

　　本工事該当部位及び関連部位について既存施設（埋設配管を含む）について

　　事前調査、情報収集を行う。

　調査業者　外壁及び防水改修施工数量調査は、使用予定材料メーカーの指定す

　　　　　　る施工業者とする

・埋設配管の試掘

　　範囲、復旧方法　　※図示　　・　

・第一次判定（シーリング材種の判定）

　日本シーリング材工業会に次のシーリング材のサンプルを送付し、材種の判定

　を行う。判定結果については、監督職員に速やかに報告する。

　　サンプリング採取箇所（　　　　　　）採取箇所数（　　　　　　）

・第二次判定（ＰＣＢ含有量の分析）

　専門分析機関に次のシーリング材のサンプルを送付し、ＰＣＢ含有量の分析を

　行う。なお、分析サンプルの四周は除去し、採取部の内部（大気にさらされて

　いない部分）を取り出して分析する。判定結果については、監督職員に速やか

　に報告する。

　　サンプリング採取箇所（　　　　　　）採取箇所数（　　　　　　）

ⅰ）施工完了後、引渡前に室内空気中のホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、

　　エチルベンゼン、スチレンの濃度を測定し、測定結果を監督職員に報告する。

ⅱ）測定対象室及び測定箇所数は次による。

　　　測定対象室（　　　　　　）測定箇所数（　　　　　　）

　　　測定対象室（　　　　　　）測定箇所数（　　　　　　）

　　　測定対象室（　　　　　　）測定箇所数（　　　　　　）

・引渡しを要するもの

　　・金属類

　　・ＰＣＢを含む機器類（　　　　　　　）

　　・ＰＣＢ含有シーリング材　　　使用箇所（　　　　　　　）

・特別管理産業廃棄物

　・廃油　　　　　　　　　　　　　　　　・アルカリ蓄電池

　・臭化リチウム水溶液等

　・建設汚泥　　※再生資源化施設に搬出　・　

・現場において再利用を図るもの

・再資源化を図るもの

　・小型蓄電池　　　　　　　　　　　　　・廃せっこうボード

　・蛍光ランプ及びＨＩＤランプ　　　　　・ガラス

　・硬質塩化ビニル管及び継手

※せっこうボード

　ⅰ）廃せっこうボードの裏面の表示を確認し、石綿、ヒ素、カドミウムを含有

　　　するか又は、含有していないことが確認できない場合は、各製造工場に問

　　　い合わせの上、監督職員と協議する。

　ⅱ）石綿含有廃せっこうボード　　　　　　９章による

・その他の含有物質（　　　　　　　）　　　搬出先（　　　　　　　　　　）

上記搬出先については、積算上の条件明示であり、処理施設を指定するものでは

ない。なお提示する施設と異なる場合にも設計変更の対象としない。

　本工事は、特定建設資材を用いた建築物等に係る解体工事又はその施工に特定

建設資材を使用する新築工事等であって、その規模が「建設工事に係る資材の再

資源化等に関する法律施行令」(平成12年11月29日政令第495号）又は都道府県が

条例で定める建設工事の規模に関する基準以上の工事であるため、「建設工事に

係る資材の再資源化等に関する法律」(平成12年 5月31日法律第104号）に基づき

分別解体等及び特定建設資材の再資源化等の実施について適正な措置を講ずるこ

ととする。工事契約後に明らかになったやむをえない事情により、予定した条件

により難い場合は、監督職員と協議するものとする。

　・廃石綿　９章による　　　　　　　　　・鉛蓄電池

完成写真 ・撮影者：建築完成写真の撮影実績があるもので、監督職員が承諾する業者

　　撮影箇所数　※（　　　）箇所　　　・航空写真（　　　）箇所

　　　※電子データ（JPEGフルカラー、圧縮率1/4程度）１部

　　　　　画素数、画質等　4500×3000　ピクセル以上で画像補正を行ったもの

　　　・カラー印画紙キャビネ版　（　　　）枚

　　　・四つ切　（　　　）枚　　　※アルミ額縁

　　　・半切　　（　　　）枚　　　※アルミ額縁

・撮影者：任意

　　撮影箇所数　※（　　　）箇所

　　　※電子データ（JPEGフルカラー）１部

　　　　　画素数、画質等　1280×960　ピクセル以上

　　　・カラー印画紙キャビネ版　（　　　）枚
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・分別解体等の方法（解体工事）

当該施設への変更については設計変更の対象としない。

限る。）を受注者が提示した場合は、当該施設に搬出することができる。ただし、

　届出に係る事項の説明時に上記と異なる施設（同種の再資源化等を行う施設に

工　　程 作　業　内　容 分別解体等の方法

工
程
ご
と
の
作
業
内
容
及
び
解
体
方
法

工
程
ご
と
の
作
業
内
容
及
び
解
体
方
法

 ⅰ)建築設備、

    内装等

 ⅱ)屋根ふき材

 ⅲ)外装材、

 ⅳ)基礎、

　  基礎ぐい

 ⅴ)その他

　 （　     　　）

 建築設備・内装材の取外し

 ・有　　・無

 屋根ふき材の取外し

 ・有　　・無

 外装材・上部構造の取壊し

 ・有　　・無

 基礎・基礎ぐいの取壊し

 ・有　　・無

 その他の取壊し

 ・有　　・無

 ※手作業

 ・手作業・機械作業の併用

　併用の場合の理由（　　　     　）

 ※手作業

 ・手作業・機械作業の併用

　併用の場合の理由（　　　     　）

 ※手作業

 ・手作業・機械作業の併用

 ※手作業

 ・手作業・機械作業の併用

 ※手作業

 ・手作業・機械作業の併用

・分別解体等の方法（新築、増築、修繕、模様替工事）

工　　程 作　業　内　容 分別解体等の方法

工
程
ご
と
の
作
業
内
容
及
び
解
体
方
法

 ⅰ)造成等、

　  基礎ぐい

 ⅱ)基礎

 ⅲ)上部構造部分、

 　 外装

 ⅳ)屋根

 ⅴ)建築設備、

 　 内装等

　 （　     　　）

 ⅵ)その他

 造成等の工事

 ・有　　・無

 基礎、基礎ぐいの工事

 ・有　　・無

 上部構造部分、外装の工事

 ・有　　・無

 屋根の工事

 ・有　　・無

 建築設備、内装等の工事

 ・有　　・無

 その他の工事

 ・有　　・無

 ・手作業

 ・手作業・機械作業の併用

 ・手作業

 ・手作業・機械作業の併用

 ・手作業

 ・手作業・機械作業の併用

 ・手作業

 ・手作業・機械作業の併用

 ・手作業

 ・手作業・機械作業の併用

 ・手作業

 ・手作業・機械作業の併用

・特定建設資材廃棄物の種類と再資源化等をする施設

 コンクリート

 コンクリート及び鉄

 から成る建設資材

 木材

 アスファルト・コンクリート

特定建設資材廃棄物の種類 再資源化等をする施設の名称 所　　在　　地

建設発生土の

処理方法 ※「建設発生土情報交換システム」を活用し近隣の受入先を調査の上、搬出距離、

　　搬出距離（　　　　　　 　　）　ＤＩＤ区間 （　　 　　　　　　）

　　仮置場  （　　 　　　　　　）

・場外指定場所に搬出する。搬出後、監督職員へ搬出先の受入を確認できる資料

　を提出する。

　　搬出場所（　　　　　　　　　　　　　　　）

　　受入条件（　　　　　　　　　　　　　　　）

　　仮置場　（　　　　　　　　　　　　　　　）

・場内指定場所に堆積

　の運搬に相当する経費を見込んでいる。

(3.2.5)

　る。搬出後、監督職員へ搬出先の受入を確認できる資料を提出する。なお、次

　受入条件等が確認できる資料を監督職員に提出し、協議により搬出先を決定す

・場内指定場所に敷き均し（　　　　　　　　　　　　　　　　　）

リング材の調査

ＰＣＢ含有シー

濃度判定

化学物質の

A-02
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特記仕様書（改修工事）１
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・

3

なお、既設束部分老朽箇所を調査し報告書にまとめる。
　　本工事該当部位及び関連部位について既存施設（埋設配管を含む）について
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                                 保管場所（ ・図示　・　　　　　　　　　）

・防音パネル　　・防音シート

防音パネル等を取り付ける足場等の設置範囲　　・足場全面　　・　　　

足場等2

「手すり先行工法に関するガイドライン」に基づく足場の設置に当たっては、同

ガイドラインの別紙１「手すり先行工法による足場の組立て等に関する基準」に

おける２の（２）手すり据置方式又は（３）手すり先行専用足場方式により行う。

内部足場　　・設置する( ※脚立、足場板等　・　　　　）　・設置しない

外部足場　　・設置する（設置範囲　・工事に必要な範囲　・　　　　　　　）

　　　　　　・設置しない

　　　　　　・設置しない

防護シート　・設置する（設置範囲　・工事に必要な範囲　・　　　　　　　）

材料、撤去材等の運搬方法

　種別 ( ・Ａ種　・Ｂ種　・Ｃ種　・Ｄ種  ・Ｅ種 )

　　Ｃ種：利用可能なエレベーター　（　　　　　　　　　　　　　　） 

　　Ｄ種：利用可能な階段　　　　　（　　　　　　　　　　　　　　） 

 [2.3.1]１)養生方法等

   ・既存ブラインド、カーテン等　養生方法（ ・ビニルシート等　・　　　　）

   ・既存家具、既存設備等 養生方法（ ※ビニルシート等　・　　　　 　　　）

   ・既存部分　養生方法（ ※ビニルシート、合板　・　 　　　　　       　）

   ・固定された備品、机、ロッカー等の移動　（・図示　・　　　　 　　　　）  

２)既存部分に汚染又は損傷を与えるおそれのある場合は養生を行う。また、万一

   損傷等を与えた場合は、受注者の責任において速やかに修復等の処置を行う。

3

 [2.1.3]

 [2.2.1]［表2.2.1]

1

等の対策

養生

既存部分の

騒音・粉じん

防腐・防蟻処理

　　適用部位（　　　　　　　　　　　　　　　　） 

・薬剤の接着剤への混入による防腐、防蟻処理 　　

 ※JIS A 1571に適合又は同等品

 ・ 

   (1)(b)② ｱ～ｴによる

 ※改修標準仕様書6.5.5

薬剤の種類処理の方法適用部材

・薬剤の塗布等による防腐・防蟻処理

適用部材 保存処理性能区分

・Ｋ２ ・Ｋ３ ・Ｋ４

・薬剤の加圧注入による防腐・防蟻処理

　　適用部位（　　　　　　　　　　　　　　　　） 

・防腐、防蟻処理を省略できる樹種による製材

[6.5.5]３ 1

４

塗
装
工
事

木
工
事

塗装4

・Ａ種 ・Ｂ種

塗替え 新規

[7.4.2～7.14.2]

工 程
塗装面塗装の種類

・合成樹脂調合

　ペイント塗り

  (SOP) 

木部屋外 

木部屋内 

鉄鋼面 

亜鉛めっき鋼面(鋼製建具） 

亜鉛めっき鋼面(鋼製建具以外)

  塗料の種類

   ※１種 ・２種 

・クリヤラッカー塗り(CL) 

・フタル酸樹脂エナメル塗り(FE)

・アクリル樹脂系非水分散形塗料塗り(NAD) 
・

・つや有合成樹脂

  エマルション

  ペイント(EP-G)

屋内の木部 

屋内の鉄鋼面 

屋内の亜鉛めっき鋼面 

・合成樹脂エマルションペイント塗り(EP) 

・合成樹脂エマルション模様塗料塗り(EP-T) 

・ウレタン樹脂ワニス塗り(UC) 

・耐候性塗料塗り

　(DP)

鉄鋼面 上塗り等級（　　）級 

亜鉛めっき鋼面 

       上塗り等級（　　）級 

コンクリート面及び押出成形

セメント板面

コンクリート面等

・オイルステイン塗り(OS) 

・木材保護塗料塗り(WP) ※Ｂ種 ・Ａ種

※Ｂ種 ・   

※Ｂ種 ・   

※Ｂ種 ・   

※Ａ種 ・   

※Ｂ種 ・   

※Ｂ種 ・Ａ種

※Ｂ種 ・Ａ種

・ 

・

※Ｂ種 ・   

※Ｂ種 ・   

※Ｂ種 ・   

※Ｂ種 ・   

※Ｂ種 ・   

※Ｂ種 ・   

※Ｂ種 ・Ａ種

※Ｂ種 ・Ａ種

※Ａ種 ・   

※Ｂ種 ・   

※Ｂ種 ・Ａ種

※Ｂ種 ・   

※Ｂ種 ・   

※Ｂ種 ・Ａ種

※Ｂ種 ・Ａ種

・Ａ－１種

・Ｂ－１種

・Ｃ－１種

・Ａ種 ・Ｂ種

※Ａ種 ・　　

・Ａ種 ・Ｂ種

・Ａ種 ・Ｂ種

・Ａ種 ・Ｂ種

※Ｂ種 ・Ａ種

－－

－ －

　Ａ種

  Ａ種

A-03

・ 

束

記仕様書（改修工事）２

2

・ 

・B種

・B種



工 事 名 称

図 面 名 称

一級建築士

設備設計一級建築士

松森　正晴

松森建築設計事務所

三重県志摩市阿児町鵜方3368-5

日付

縮尺

浜島海浜公園多目的ステージ改修工事

1/100

改修前

改修後
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0
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10
,5
00

3,
00
0

7,
50
0

3,000

3,
00
0

10,500

7,500

3,000
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UP

UP

2
8
5
2
8
5
28
5

1
,
7
1
0

2
85
2
8
5
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51°
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ス
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ス
ロ
ー
プ

Ｄ

手すり

手すり
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手すり

手すり

手すり

手すり

工事範囲外

工事範囲外
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5

3
,
8
8
0

1
,
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8
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.
4
5

5
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工事範囲外デッキデッキ

2
,
3
5
0

ＡＢＣ

1,370 3,795 3,770 2,190 320 320

6,020

2,4132,102

改修前平面図　　1/100

既存コンクリートスロープ

追加コンクリートスロープ

追加コンクリートスロープ

既存コンクリートスロープ

ＡＢＣ

Ｄ

BM±0

BM-3

BM-920

BM-928

BM-1BM+4
既存床張り部分

BM±0

20,250

36,460

人工木材張り

4,640

人工木材張り

ウ

エ

A-04
改修前平面図　改修後平面図

段板 人工木材 t=30

人工木材張りt=30

3,080

デッキ材、床組み共撤去デッキ材、床組み共撤去 デッキ材撤去

デッキ材撤去デッキ材撤去段板撤去

改修後 平面図 1/100

仕上表

鉄骨：溶融亜鉛メッキ

束：既設束とし　防蟻処理

床板（スロープ共）：人口木材t=30無垢材　専用金物使用

段板：人口木材t=30無垢材

ボルト類：M12 溶融亜鉛メッキ

束用ベース金物：既設金物を使用し、水洗い工法の上 DP塗り

※ 工事に当っては、形状寸法等、現状を十分調査し取り掛かるものとする

※ 鉄骨工事において、鋼材は全て溶融亜鉛メッキのため、現場での溶接は避け

　 溶融亜鉛メッキ面にキズ等発生した場合は、防錆塗装を行う事

※ 既設束部分の調査を行い、劣化しているものは交換する。(変更対象)



工 事 名 称

図 面 名 称

一級建築士

設備設計一級建築士

松森　正晴

松森建築設計事務所

三重県志摩市阿児町鵜方3368-5

日付

縮尺

浜島海浜公園多目的ステージ改修工事

改修前

改修前立面図
A-05
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,
3
0
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,
4
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0 ▽ＦＬ

▽手摺上端

改修前立面図（正面）1/100
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0

1
,1
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,
4
0
0 ▽ＦＬ

改修前立面図（側面）1/100



工 事 名 称

図 面 名 称

一級建築士

設備設計一級建築士

松森　正晴

松森建築設計事務所

三重県志摩市阿児町鵜方3368-5

日付

縮尺

浜島海浜公園多目的ステージ改修工事

1/100

改修前

改修後
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1,000

700

7,500

鼻桁 120×360

桁 t=60
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鼻桁 120×360
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根太 120×150
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大引 60×120

1
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改修前床伏図　1/100
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3
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2
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3
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1
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既設大引 L-75*75*2.3 既設束 大引 □-100*100*2.3 根太 □-100*100*2.3（原則＠500）
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0
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0
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0
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0
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2

3,
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08
0

4,
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2

1,790
大引 □-100*100*2.3

根太受け L-100*100*10

外枠 L-150*150*12

外枠 L-150*150*12 外枠 L-150*150*12

外枠 L-150*150*12

L-100*100*10 外枠 L-150*150*12 段板受け C-100*50*20*2.3 段板受け 2C-100*50*20*2.3

720
1,000

1,000
1,000
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3,080

3,000

4,640

3,080
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1,915
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0
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0

50
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0
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外枠 L-150*150*12

500500500500500500

150

150
600
900

900
600

3,000
既設コンクリート斜路

コンクリート斜路追加部分

既設コンクリート斜路

コンクリート斜路追加部分

根
太
 □
-100*100*2.3

根太受け L-100*100*10

大引 □-100*100*2.3

改修前床伏図　改修後構造伏図（床組）

□-100*100*2.3

□-100*100*2.3□-100*100*2.3 □-100*100*2.3

A-06

※　大引き、根太撤去

仕上表

鉄骨：溶融亜鉛メッキ

束：既設束とし　防蟻処理

※ 工事に当っては、形状寸法等、現状を十分調査し取り掛かるものとする

床板（スロープ共）：人口木材t=30無垢材　専用金物使用

段板：人口木材t=30無垢材

ボルト類：M12 溶融亜鉛メッキ

束用ベース金物：既設金物を使用し、水洗い工法の上 DP塗り

改修後構造伏図(床組） 1/100

※ 鉄骨工事において、鋼材は全て溶融亜鉛メッキのため、現場での溶接は避け

　 溶融亜鉛メッキ面にキズ等発生した場合は、防錆塗装を行う

※ 既設束部分の調査を行い、劣化しているものは交換する。(変更対象)



工 事 名 称

図 面 名 称

一級建築士

設備設計一級建築士

松森　正晴

松森建築設計事務所

三重県志摩市阿児町鵜方3368-5

日付

縮尺

浜島海浜公園多目的ステージ改修工事工 事 名 称

図 面 名 称

一級建築士

設備設計一級建築士

松森　正晴

松森建築設計事務所

三重県志摩市阿児町鵜方3368-5

日付

縮尺

浜島海浜公園多目的ステージ改修工事
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ｰﾌ
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改修後基礎伏図　　1/100
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目地材：ｔ＝10　ｴﾗｽﾀｲﾄ
目地材：ｔ＝10　ｴﾗｽﾀｲﾄ
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9,739.71,260.3
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250 5,025 250

改修前基礎伏図　　1/100

改修前基礎伏図　改修後基礎伏図
A-07

目地切り 目地切り



踏み板：150×40×2

工 事 名 称

図 面 名 称

一級建築士

設備設計一級建築士

松森　正晴

松森建築設計事務所

三重県志摩市阿児町鵜方3368-5

日付

縮尺

浜島海浜公園多目的ステージ改修工事
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1
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8
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1
50

柱：150×150　＠950

大引き：60×120

根太：120×150　＠950

床板：150×40

5
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1
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1
9
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8
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1
,
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120×360

ｔ＝60　＠950

30 500 220

大引き：150×150

カ

1,0501,450335

1,710

285285285285285285

改修前Ａ断面図（階段部）1/30

3,550

715

1/30

改修前

改修後

改修前Ａ断面図　改修後Ａ断面図

375 1,450 1,050 675

3,550

335 1,450 1,050 675

□-100*100*2.3

C-60*30*10*2.3

C-100*50-20*2.3

既存基礎

500

既存大引 □-100*100*2.3

改修後Ａ断面図（階段部）1/30

L-100*100*10

PL-6

L=350

L-150*150*12

L=65*65*6

既存束（防蟻材塗り)
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根太 □-100*100*2.3

大引き □-100*100*2.3

1
,
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5
0
0

既存床

束頭金物 PL-9  100*250*168

＠1000
樹脂系アンカーM12-160

ア イ

A-08

レベル調整

L=65*65*6 M12M12

M12

M12

人口木材t=30 人口木材t=30

仕上表

鉄骨：溶融亜鉛メッキ

束：既設束とし　防蟻処理

※ 工事に当っては、形状寸法等、現状を十分調査し取り掛かるものとする

床板（スロープ共）：人口木材t=30無垢材　専用金物使用

段板：人口木材t=30無垢材

ボルト類：M12 溶融亜鉛メッキ

既存脚部 水洗い工法の上 DP塗り

束用ベース金物：既設金物を使用し、水洗い工法の上 DP塗り

※ 鉄骨工事において、鋼材は全て溶融亜鉛メッキのため、現場での溶接は避け

既設束用袴金物(150*150*251)の天端はレベル調整カットとする

　 溶融亜鉛メッキ面にキズ等発生した場合は、防錆塗装を行う

※ 既設束部分の調査を行い、劣化しているものは交換する。(変更対象)



工 事 名 称

図 面 名 称

一級建築士

設備設計一級建築士

松森　正晴

松森建築設計事務所

三重県志摩市阿児町鵜方3368-5

日付

縮尺

浜島海浜公園多目的ステージ改修工事

改修後Ｂ断面図（踊場部）1/30
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仕上表

鉄骨：溶融亜鉛メッキ

束：既設束とし　防蟻処理

※ 工事に当っては、形状寸法等、現状を十分調査し取り掛かるものとする

床板（スロープ共）：人口木材t=30無垢材　専用金物使用

段板：人口木材t=30無垢材

ボルト類：M12 溶融亜鉛メッキ

既存脚部 水洗い工法の上 DP塗り

水洗い工法の上 DP塗り
既存 □-150×150×4.5

束用ベース金物：既設金物を使用し、水洗い工法の上 DP塗り

※ 鉄骨工事において、鋼材は全て溶融亜鉛メッキのため、現場での溶接は避け

レベル調整カットとする

既設束用袴金物(150*150*251)の天端は

　 溶融亜鉛メッキ面にキズ等発生した場合は、防錆塗装を行う

※ 既設束部分の調査を行い、劣化しているものは交換する。(変更対象)



工 事 名 称

図 面 名 称

一級建築士

設備設計一級建築士

松森　正晴

松森建築設計事務所

三重県志摩市阿児町鵜方3368-5

日付

縮尺

浜島海浜公園多目的ステージ改修工事
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仕上表

鉄骨：溶融亜鉛メッキ

束：既設束とし　防蟻処理

※ 工事に当っては、形状寸法等、現状を十分調査し取り掛かるものとする

床板（スロープ共）：人口木材t=30無垢材　専用金物使用

段板：人口木材t=30無垢材

ボルト類：M12 溶融亜鉛メッキ

既存脚部 水洗い工法の上 DP塗り

水洗い工法の上 DP塗り
既存 □-150×150×4.5

束用ベース金物：既設金物を使用し、水洗い工法の上 DP塗り

※ 鉄骨工事において、鋼材は全て溶融亜鉛メッキのため、現場での溶接は避け

レベル調整カットとする

既設束用袴金物(150*150*251)の天端は

　 溶融亜鉛メッキ面にキズ等発生した場合は、防錆塗装を行う

※ 既設束部分の調査を行い、劣化しているものは交換する。(変更対象)



工 事 名 称

図 面 名 称

一級建築士

設備設計一級建築士

松森　正晴

松森建築設計事務所

三重県志摩市阿児町鵜方3368-5

日付

縮尺

浜島海浜公園多目的ステージ改修工事
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仕上表

鉄骨：溶融亜鉛メッキ

束：既設束とし　防蟻処理

※ 工事に当っては、形状寸法等、現状を十分調査し取り掛かるものとする

床板（スロープ共）：人口木材t=30無垢材　専用金物使用

段板：人口木材t=30無垢材

ボルト類：M12 溶融亜鉛メッキ

水洗い工法の上 DP塗り

水洗い工法の上 DP塗り

束用ベース金物：既設金物を使用し、水洗い工法の上 DP塗り

※ 鉄骨工事において、鋼材は全て溶融亜鉛メッキのため、現場での溶接は避け

レベル調整カットとする

既設束用袴金物(150*150*251)の天端は

　 溶融亜鉛メッキ面にキズ等発生した場合は、防錆塗装を行う

※ 既設束部分の調査を行い、劣化しているものは交換する。(変更対象)



工 事 名 称

図 面 名 称

一級建築士

設備設計一級建築士

松森　正晴

松森建築設計事務所

三重県志摩市阿児町鵜方3368-5

日付

縮尺

浜島海浜公園多目的ステージ改修工事

1/30

改修前

改修後

D13

1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 500

7,5003,000

10,500

2
0
0
3
7
1
.
4

9
2
8
.
6

1
,
3
0
0

大引 60×120 ボルト SUS304 M12

柱 150×150＠1800

根太 120×150

大引 60×120

目地材 エラスタイトｔ＝10

根太 120×150＠900

D10＠200＃シングル

4
0
0

4
0
0

8
0
0

980 1,050 1,050 1,050 1,050 1,050 1,050 60160

D10＠200＃シングル

4006
0

3
2
0

6
0

捨てコンクリート t=60

砕石 t=60

100×200

調整モルタル

SUS304 M12

床板 150×40

L－90×90×7  L=300

L－90×90×7  L=270
ケミカルアンカー止め

BPL-9

A-BOLT 4-M12 SUS304

ケミカルアンカー止め

L－90×90×7  L=90 ボルトSUS304 M12

あ

D10＠200＃ダブル

大引 150×150

L-130×130×9　L=100

A-BOLT 2-M12 SUS304

ふくろナット SUS304

ボルト SUS304 M9

勾配１／８

SUS304 M12 ｽｸﾘｭｰﾎﾞﾙﾄ

箒目地仕上げ
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手摺鉄骨

仕上表

鉄骨：溶融亜鉛メッキ

束：既設束とし　防蟻処理

※ 工事に当っては、形状寸法等、現状を十分調査し取り掛かるものとする

床板（スロープ共）：人口木材t=30無垢材　専用金物使用

段板：人口木材t=30無垢材

ボルト類：M12 溶融亜鉛メッキ

樹脂系アンカー4*M12-160

水洗い工法の上 DP塗り
束用ベース金物：既設金物を使用し、水洗い工法の上 DP塗り

※ 鉄骨工事において、鋼材は全て溶融亜鉛メッキのため、現場での溶接は避け

　 溶融亜鉛メッキ面にキズ等発生した場合は、防錆塗装を行う

※ 既設束部分の調査を行い、劣化しているものは交換する。(変更対象)



束頭金物 PL-9.0 168*100*250

工 事 名 称

図 面 名 称

一級建築士

設備設計一級建築士

松森　正晴

松森建築設計事務所

三重県志摩市阿児町鵜方3368-5

日付

縮尺

浜島海浜公園多目的ステージ改修工事
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工 事 名 称

図 面 名 称

一級建築士

設備設計一級建築士

松森　正晴

松森建築設計事務所

三重県志摩市阿児町鵜方3368-5

日付

縮尺

浜島海浜公園多目的ステージ改修工事
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工 事 名 称

図 面 名 称

一級建築士

設備設計一級建築士

松森　正晴

松森建築設計事務所

三重県志摩市阿児町鵜方3368-5

日付

縮尺

浜島海浜公園多目的ステージ改修工事
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工 事 名 称

図 面 名 称

一級建築士

設備設計一級建築士

松森　正晴

松森建築設計事務所

三重県志摩市阿児町鵜方3368-5

日付

縮尺

浜島海浜公園多目的ステージ改修工事

仮設計画図（参考図）
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仮設計画（参考図） 1/100

A型バリケード

A型バリケード

A型バリケード

A-15

仮囲い 成形鋼板 H=2.0m

※ 交通誘導員を、大矢浜出入口に資材搬入量が多い日に配置する。（コンクリート打設、鉄骨材搬入時、解体材搬出時等を想定）

※ 仮設電気及び仮設水道は管理棟から引き込めるものとする。ただし、工事期間中の電気使用料、水道使用量は一般利用も含め、施工者が負担する。


